
公的年金等の申告相談会

▼申告相談会の日時・場所

問合せ

　伊予西条税務署個人課税部門　TEL0897－56－3290

受付時間開催日 場所

２月６日㈫
～８日㈭

９時～11時、

13時～15時30分

東予総合支所

３階

　公的年金受給者を対象に、確定申告書の作成方法な

どをアドバイスします。

※この期間で都合が悪い方は、２月16日㈮以降に各地区公
民館などで市が行う「市県民税・国民健康保険税申告相

談会」にお越しください。

※当日はかなりの混雑が予想されます。医療費控除の明細

書は事前に作成してきてください。

※当日は公的年金を受給されている方の申告相談を予定し

ています。平成29年中に土地や株の譲渡があった方など

の申告相談は、ご遠慮ください。

▼必要な書類など
○申告される方のマイナンバーカード、またはマイナンバ

ー通知カードと運転免許証などの身元確認書類

※申告書には控除対象配偶者や控除対象扶養親族などのマ

イナンバー（個人番号）も必要です。

○税務署から送付のあった「お知らせはがき」（ある方の

み）と、前年分の確定申告書の控え（ある方のみ）

○確定申告書（ない場合は会場でお渡しします）

○平成29年分の公的年金・給与所得などの源泉徴収票

※公的年金以外に収入のある方は、その所得の計算に必要

な書類

○国民年金保険料などの支払いを証明する書類

○健康保険料（国民健康保険税など）の支払金額が分かる

書類

○生命保険料や地震保険料などの控除証明書

○医療費の領収書など、所得控除に必要な書類

○還付金を受け取る場合は、預貯金口座番号（本人名義）

の分かるもの

○印章、筆記用具

公的年金等を受給されている方へ

○公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、

かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象とな

る場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所

得金額が20万円以下の場合には、所得税・復興特別

所得税の確定申告は必要ありません。この場合でも

還付を受けるためには確定申告書を提出する必要が

あります。

○所得税・復興特別所得税の確定申告の必要がない場

合でも、市への市県民税申告は必要です。ご注意く

ださい。

申告書作成は国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」で！

　画面の案内に従って金額などを入力すれば、税額な

どが自動計算され、申告書などを作成できます。

開設期間　２月16日㈮～３月15日㈭
※開設期間前に申告書の作成にお越しになられた際には、長時

　間お待ちいただく場合があります。

作成した申告書などは

または
イータックスで
データ送信

書面提出

※国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp

伊予西条税務署の確定申告会場

「障害者週間」記念標語優秀作品発表
　障害者週間（12月３日～９日）にちなんで、障がい者福

祉やボランティア活動をテーマにした標語を市内小学５・

６年生から募集し、1,873点の応募がありました。審査の

結果、次の方々が受賞されました。（敬称略）

■最優秀賞

○平山美里（大町小５年）

　考えよう　あなたの普通は　だれ基準？

■優秀賞

○山本真央（飯岡小５年）

　勇気だし　さしだすその手は　あたたかい

○平塚志暖（周布小５年）

　見つけよう　人それぞれの　良いところ

○玉井知花（丹原小６年）

　ふれあおう　感じよう　相手の気持ちが分かるまで

■入選

　白石七夢（氷見小５年）　　久門夢翔（飯岡小６年）

　髙橋大和（壬生川小５年）　黒川咲久（中川小６年）

■特別賞

　德永悠雅　（神戸小５年）　森田美海（神拝小６年）

　安部向日葵（玉津小６年）　野口雄矢（西条小６年）

　田中浩也　（庄内小６年）　桑原優月（国安小６年）

　佐伯光志郎（石根小６年）　神野あいり（小松小５年）
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